
 

 

2025 年 5 月 8 日 

大会事務局 

公式通知 No.12 

全クラス宛 

 

燃料について 

 

2025 年 GPR KARTING SERIES 特別規則 第 20 条 1. 2）により、ガソリンを下記のとおり指定する。 

 

１） 燃料は、鈴鹿サーキット内給油所(東レーシングコースパドック内)で販売される下記のガソリンを使用すること。 

ガソリン購入時にガソリン販売証明書を受け取り、車検時に提出すること。 

・商品名：Idemitsu ハイオクガソリン 

・試験成績表(代表性状) ※2025 年 5 月現在 

試験項目  試験法 

外観 良好 目視 

密度（15℃）g/cm3 0.7444 JIS K 2249 

色 オレンジ色系 目視 

銅板腐食（50℃,3hr） 1 JIS K 2513 

実在ガム mg/100ml 1 以下 JIS K2261 

蒸気圧（37.8℃）kPa 70.6 JIS K 2258 

オクタン価（リサーチ法） 99.6 JIS K 2280 

ベンゼン 容量％ 0.7 JIS K 2536 

MTBE 容量％ 0.5 以下 JIS K 2536 

灯油分 容量% 含まない JIS K 2536 

メタノール 容量％ 含まない JIS K 2536 

エタノール 容量％ 0.1 以下 JIS K 2536 

酸素分 質量％ 0.1 以下 JIS K 2536 

硫黄分 質量% 0.0004 JIS K 2541 

鉛分 ｇ/l 無加鉛 JIS K 2255 

酸化安定度 分 480 以上 JIS K 2287 

分留性状 10％ ℃ 50.0 JIS K 2254 

分留性状 50％ ℃ 94.0 JIS K 2254 

分留性状 90％ ℃ 120.0 JIS K 2254 

分留性状 終点 ℃ 169.0 JIS K 2254 

残油量 容量％ 1.0 JIS K 2254 
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２） 燃料には燃料の性質を変えるような装置を取り付けたり、添加剤を混入してはならない。 

 

３）2025 年 GPR KARTING SERIES 特別規則 第 20 条 3. により予告なく燃料の抜き打ち検査を行う場合

がある。これにより違反・失格となった場合、検査費用の一切をドライバー(未成年者の場合は保護者)が負担 

するものとする。 

 

４）採取用として、各ヒート終了時点で、タンク内に燃料を 1 リットル以上残しておかなければならない。 

 

５）主催者は各ヒートに使用した潤滑油のサンプルの提出をドライバーに求める場合がある。 

 

６）車両申告書の裏面に販売証明書を張り付け、車検時に提出すること。 

※販売証明書は、ガソリン購入時に発行依頼をしてください。 

 

以上 


